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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線ＬＡＮの周波数帯域に感度を有する複数のアンテナの夫々のアンテナ素子をケーシ
ングに内蔵し、
　前記ケーシングが、設置面に設けられたコンセント部に埋設状態で設置可能に構成され
ている情報通信ユニットであって、
　前記ケーシングが、外部に露出される表示面部と、当該表示面部の外縁部から後方に延
出し前記コンセント部に内挿される内挿部とを有し、
　前記複数のアンテナの夫々のアンテナ素子が、前記ケーシングの内壁面に沿う板状に形
成されていると共に、前記内挿部の互いに異なる内壁面において前記表示面部の後方側内
部空間を挟んで離間する位置に分配配置されている情報通信ユニット。
【請求項２】
　前記ケーシングが、当該内挿部の後端部から側方に延出し前記設置面の背面側で固定さ
れるフランジ部を有し、
　前記複数のアンテナの夫々のアンテナ素子の少なくとも一つが、前記内挿部と前記フラ
ンジ部とで形成される後方角部に沿う後方屈曲部を有する請求項１に記載の情報通信ユニ
ット。
【請求項３】
　前記複数のアンテナの夫々のアンテナ素子の少なくとも一つが、前記内挿部の内壁面に
沿って前方に延出してその延出方向における先端側に前方屈曲部を有すると共に、前記前
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方屈曲部の先端側の前方領域が前記設置面に相当する部位よりも前方に位置する請求項１
又は２に記載の情報通信ユニット。
【請求項４】
　前記複数のアンテナの夫々のアンテナ素子の少なくとも一つが、前記内挿部の内壁面に
沿って前方に延出してその延出方向における先端側に前記内挿部と前記表示面部とで形成
される前方角部に沿う前方屈曲部とを有すると共に、その前方屈曲部の先端側の前方領域
が前記表示面部の内壁面に沿って延出する請求項１～３の何れか１項に記載の情報通信ユ
ニット。
【請求項５】
　前記表示面部に、モジュラープラグが挿入される接続窓が形成され、当該接続窓の後方
側に前記モジュラープラグが着脱自在に接続されるモジュラーアダプタが設けられている
請求項１～４の何れか１項に記載の情報通信ユニット。
【請求項６】
　前記表示面部が、前記コンセント部の表面に沿って延びる帯状に形成され、
　前記内挿部が、前記表示面部の両側縁部の夫々から後方に延出し互いに対向する一対の
平面状側壁部を有し、
　前記複数のアンテナの夫々のアンテナ素子が、前記一対の平面状側壁部の夫々に分配配
置されている請求項１～５の何れか１項に記載の情報通信ユニット。
【請求項７】
　前記複数のアンテナの夫々のアンテナ素子が、前記一対の平面状側壁部の夫々において
、前記表示面部の後方側内部空間を挟んで対角位置に分配配置されている請求項６に記載
の情報通信ユニット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、Ｗｉ－Ｆｉ（登録商標）やＷｉＭＡＸ（登録商標）などの無線ＬＡＮを行う
ためのアンテナ素子を備えた情報通信ユニットであって、特に、無線ＬＡＮの周波数帯域
に感度を有する複数のアンテナ素子をケーシングに内蔵し、前記ケーシングが、設置面に
設けられたコンセント部に埋設状態で設置可能に構成されている情報通信ユニットに関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　ノートパソコン、スマートフォン、タブレット端末のようなモバイル通信端末を用いて
室内などで無線ＬＡＮ通信を行うために、無線ＬＡＮ用のアンテナ素子を備えた情報通信
ユニットが室内に設置される。従来の情報通信ユニットとしては、装置の意匠性や設置箇
所の美観などを損なわないように、アンテナ素子をケーシングに内蔵し、室内に面する壁
面などの設置面に設置可能なものが知られている（例えば特許文献１及び２を参照。）。
【０００３】
　上記特許文献１記載の情報通信ユニットは、設置面に対してケーシング全体を外部に露
出させた姿勢で設置可能に構成されており、広範囲での無線ＬＡＮ通信を確立するべく、
２つのアンテナ素子がケーシングに内蔵されている。
　しかし、この種の情報通信ユニットでは、設置面に対してケーシング全体が外部に露出
していることから、設置面からの突出量が大きくなる。すると、設置箇所の美観が低下す
る上に、歩行の妨げになり易く、その歩行者との衝突などにより装置が損傷し易くなると
いう問題があった。
【０００４】
　そこで、上記特許文献２に記載の情報通信ユニットは、ケーシング全体を外部に露出さ
せるのではなく、設置面に設けられたコンセント部にケーシングの一部を埋設状態で設置
可能に構成されている。よって、設置面からの突出量が極力小さくなり、上記のような美
観の低下や歩行の邪魔になるなどの問題が回避されている。



(3) JP 5894635 B2 2016.3.30

10

20

30

40

50

【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００６－０５０５６４号公報
【特許文献２】特開２０１３－１５７７３８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上記のような従来の情報通信ユニットにおいて、安定且つ広範囲の無線ＬＡＮ通信を確
立するためには、複数のアンテナ素子をケーシングに内蔵させるだけでなく、それら複数
のアンテナ素子を、送受信波の相互干渉が十分に抑制されるような配置状態でケーシング
内に配置する必要がある。そして、上記特許文献１に記載の情報通信ユニットのように、
ケーシング全体が設置面から外部に露出する場合には、ケーシングの大きさや形状に制限
が略無いので、その内部において夫々のアンテナ素子を十分な離間距離を設けて略自由に
配置することができる。
　しかしながら、上記特許文献２に記載の情報通信ユニットのように、ケーシングの少な
くとも一部が設置面に設けられたコンセント部に埋設される場合には、そのコンセント部
が標準化された市販の資材を利用したものであるために、ケーシングの大きさや形状に制
限が生じる。そして、このような大きさなどに制限があるケーシング内では、複数のアン
テナ素子を配置されていなかった。
【０００７】
　この実情に鑑み、本発明の主たる課題は、無線ＬＡＮを行うためのアンテナ素子を備え
た情報通信ユニットにおいて、コンセント部へ埋設状態で設置可能なケーシング内に複数
のアンテナ素子を配置するにあたり、夫々のアンテナ素子における送受信波の相互干渉を
良好に抑制することで、安定且つ広範囲の無線ＬＡＮ通信を実現可能な技術を提供する点
にある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の第１特徴構成は、
　無線ＬＡＮの周波数帯域に感度を有する複数のアンテナの夫々のアンテナ素子をケーシ
ングに内蔵し、
　前記ケーシングが、設置面に設けられたコンセント部に埋設状態で設置可能に構成され
ている情報通信ユニットであって、
　前記ケーシングが、外部に露出される表示面部と、当該表示面部の外縁部から後方に延
出し前記コンセント部に内挿される内挿部とを有し、
　前記複数のアンテナの夫々のアンテナ素子が、前記ケーシングの内壁面に沿う板状に形
成されていると共に、前記内挿部の互いに異なる内壁面において前記表示面部の後方側内
部空間を挟んで離間する位置に分配配置されている点にある。
【０００９】
　本特徴構成によれば、ケーシングの内挿部をコンセント部に内挿し、その前方側に連接
する表示面部を室内に露出させる形態で、ケーシングをコンセント部に埋設状態で設置で
きる。そして、このような設置形態を採用することにより、設置面からの表示面部の突出
量が極力小さくなり、設置箇所の美観が向上されると共に、歩行の妨げになることが抑制
される。
　更に、コンセント部に対して埋設状態で設置可能なことで大きさ等に制限が生じるケー
シング内において、複数のアンテナ素子を配置するにあたり、それら複数のアンテナ素子
が、ケーシングの内壁面に沿う板状に形成され、更には、内挿部の内壁面において表示面
部の後方側内部空間を挟んで離間する位置に分配配置されている。このことで、夫々のア
ンテナ素子間の離間距離を十分に大きくとって、当該夫々のアンテナ素子における送受信
波の相互干渉を良好に抑制することができる。



(4) JP 5894635 B2 2016.3.30

10

20

30

40

50

【００１０】
　本発明の第２特徴構成は、
　前記ケーシングが、当該内挿部の後端部から側方に延出し前記設置面の背面側で固定さ
れるフランジ部を有し、
　前記複数のアンテナの夫々のアンテナ素子の少なくとも一つが、前記内挿部と前記フラ
ンジ部とで形成される後方角部に沿う後方屈曲部を有する点にある。
【００１１】
　本特徴構成によれば、ケーシングの内挿部の後方側に連接するフランジ部をコンセント
部の背面側に固定する形態で、ケーシングをコンセント部に埋設状態で設置できる。更に
、上記のような後方屈曲部を有するアンテナ素子については、その後方屈曲部がケーシン
グ内の後方側に形成された後方角部に沿わせた姿勢で配置されているので、当該アンテナ
素子の姿勢及び位置が安定し、当該アンテナ素子のずれ等による通信不良や損傷等が回避
されることになる。
【００１２】
　本発明の第３特徴構成は、
　前記複数のアンテナの夫々のアンテナ素子の少なくとも一つが、前記内挿部の内壁面に
沿って前方に延出してその延出方向における先端側に前方屈曲部を有すると共に、前記前
方屈曲部の先端側の前方領域が前記設置面に相当する部位よりも前方に位置する点にある
。
【００１３】
　本特徴構成によれば、上記のような前方屈曲部を有すると共にその前方屈曲部の先端側
の前方領域が設置面に相当する部位よりも前方に位置するアンテナ素子については、その
アンテナ素子の前方領域において、その後方側に位置する設置面に邪魔されることなく設
置面の前方側に存在するモバイル通信端末との間で良好な送受信波の授受が行われること
になる。結果、一層安定した無線ＬＡＮ通信を実現することができる。
【００１４】
　本発明の第４特徴構成は、
　前記複数のアンテナの夫々のアンテナ素子の少なくとも一つが、前記内挿部の内壁面に
沿って前方に延出してその延出方向における先端側に前記内挿部と前記表示面部とで形成
される前方角部に沿う前方屈曲部とを有すると共に、その前方屈曲部の先端側の前方領域
が前記表示面部の内壁面に沿って延出する点にある。
【００１５】
　本特徴構成によれば、上記のような前方屈曲部を有するアンテナ素子については、その
前方屈曲部をケーシング内において前方側に形成された前方角部に沿わせた姿勢で配置さ
れているので、当該アンテナ素子の姿勢及び位置が安定し、当該アンテナ素子のずれ等に
よる通信不良や損傷等が回避されることになる。
　更に、前方角部に沿って屈曲する前方屈曲部の先端側の前方領域が外部に露出される表
示面部の内壁面に沿って延出しているアンテナ素子については、そのアンテナ素子の前方
領域において、その側方側に位置する設置面に邪魔されることなく設置面の前方側に存在
するモバイル通信端末との間で良好な送受信波の授受が行われることになる。結果、一層
安定した無線ＬＡＮ通信を実現することができる。
【００１６】
　本発明の第５特徴構成は、
　前記表示面部に、モジュラープラグが挿入される接続窓が形成され、当該接続窓の後方
側に前記モジュラープラグが着脱自在に接続されるモジュラーアダプタが設けられている
点にある。
【００１７】
　本特徴構成によれば、モジュラーアダプタに対して接続窓を介して有線ＬＡＮ用や電話
回線用のモジュラープラグが接続可能となるので、無線ＬＡＮに加えて、有線ＬＡＮや電
話回線が利用可能となる。
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　また、表示面部の後方側にこのようなモジュラーアダプタが配置されているので、表示
面部の後方側を挟んで離間する位置に分配配置される複数のアンテナ素子を、かかるモジ
ュラーアダプタを間に挟んだ状態で配置することができる。すると、夫々のアンテナ素子
における送受信波の相互干渉が一層良好に抑制されることになる。
【００１８】
　本発明の第６特徴構成は、
　前記表示面部が、前記コンセント部の表面に沿って延びる帯状に形成され、
　前記内挿部が、前記表示面部の両側縁部の夫々から後方に延出し互いに対向する一対の
平面状側壁部を有し、
　前記複数のアンテナの夫々のアンテナ素子が、前記一対の平面状側壁部の夫々に分配配
置されている点にある。
【００１９】
　本特徴構成によれば、表示面部を上記帯状に形成することで、コンセント部において内
挿部が挿入される取付け窓の形状を、市販のコンセントカバーに形成された標準的な長方
形形状として、その取付け窓に表示面部の外延部から後方に延出する内挿部を挿入する状
態で、ケーシングをコンセント部に埋設状態で設置できる。
　このようなケーシングの内挿部における四方の内壁面において、表示面部の両側縁部の
夫々から後方に延出し互いに対向する一対の平面状側壁部が存在することになる。そして
、これら一対の平面状側壁部の夫々に複数のアンテナ素子を分配配置するという合理的な
構成により、これら複数のアンテナ素子を表示面部の後方側内部空間を挟んで離間する位
置に分配配置することができる。
　また、これら一対の平面状側壁部は互いに平行な平面となるので、その平面状側壁部に
沿った姿勢で配置される複数のアンテナ素子の夫々において、指向性を決定する延出方向
が設定しやすくなる。
【００２０】
　本発明の第７特徴構成は、
　前記複数のアンテナの夫々のアンテナ素子が、前記一対の平面状側壁部の夫々において
、前記表示面部の後方側内部空間を挟んで対角位置に分配配置されている点にある。
【００２１】
　本特徴構成によれば、複数のアンテナ素子が上記のように表示面部の後方側内部空間を
挟んで対角位置に配置されているので、夫々のアンテナ素子間の離間距離を一層大きくと
って、当該夫々のアンテナ素子における送受信波の相互干渉を一層良好に抑制することが
できる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】コンセント部の正面図
【図２】情報通信ユニットの前面側斜視図
【図３】情報通信ユニットの背面側斜視図
【図４】情報通信ユニットの分解斜視図
【図５】情報通信ユニットの前面側分割ケーシングの内壁面におけるアンテナ素子の配置
状態を示す斜視図
【図６】情報通信ユニットの前面側分割ケーシングの内壁面におけるアンテナ素子の配置
状態を示す斜視図
【図７】別実施形態の情報通信ユニットの前面側分割ケーシングの内壁面におけるアンテ
ナ素子の配置状態を示す斜視図
【図８】別実施形態の情報通信ユニットの前面側分割ケーシングの内壁面におけるアンテ
ナ素子の配置状態を示す斜視図
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　本発明に係る情報通信ユニットの実施形態について図面に基づいて説明する。
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　図１に示すように、コンセント部１は、設置面Ｗに貫通形成された矩形状（長方形状）
の設置用孔Ｗａの背面側に設置したコンセントボックス２と、設置面Ｗの前面側に配置さ
れたコンセント部１の外表面を覆うコンセントカバー３とを、それらの間において設置面
Ｗの前面に当接する金属製の取付けフレーム（図示せず）を介して固定することにより構
成されている。
【００２４】
　このコンセント部１には、本発明の情報通信ユニットＵ１を含めて４つのユニットが装
備されている。
　つまり、コンセント部１の左右方向の中央位置には、有線ＬＡＮ用のモジュラージャッ
クが挿入される有線ＬＡＮ用モジュラーアダプタ３２（図４参照）用の接続窓１５、及び
、電話回線用のモジュラージャックが挿入される電話回線用モジュラーアダプタ３１（図
４参照）用の接続窓１４を前面側（即ち室内側）に備えた本発明の情報通信ユニットＵ１
が設けられている。
　また、コンセント部１の左右方向の一側部（図１の左側部）には、上下に２つの差込口
を備えた電源コンセントユニットＵ２が設けられ、コンセント部１の左右方向の他側部（
図１の右側部）には、テレビアンテナ用の同軸ケーブルを接続する同軸接続ユニットＵ３
の二組が設けられている。尚、この二つの同軸接続ユニットＵ３は、共に地上波放送及び
衛星放送の混合波が出力されるものであってもよく、また、一方が地上波放送、他方が衛
星放送などに分岐された短波が出力されるものであってもよい。
【００２５】
　コンセントボックス２の周壁部及び底壁部には、図示はしないが、設置面Ｗの背面側空
間に配線された電源ケーブル（図示せず）、通信線（通信ケーブル）の一例である電話ケ
ーブル（図示せず）、同軸ケーブル（図示せず）、ＷＡＮ側の通信ケーブル（図示せず）
の端部が挿入される挿入口が形成されている。そして、この挿入口を通してコンセントボ
ックス２内に導入された各ケーブルのうち、電源ケーブルは電源コンセントユニットＵ２
に接続され、電話ケーブル及びＷＡＮ側の通信ケーブルは情報通信ユニットＵ１に接続さ
れ、更に、同軸ケーブルは同軸接続ユニットＵ３に接続されている。
　コンセントカバー３には、各ユニットＵ１～Ｕ３に対応した形状の取付け窓４が形成さ
れ、各取付け窓４を通して各ユニットＵ１～Ｕ３の前面部分が外部である室内に露出する
形態で取付けられている。
【００２６】
　図４に示すように、情報通信ユニットＵ１は、無線ＬＡＮの周波数帯域に感度を有する
複数のアンテナ素子５１をケーシング１０に内蔵し、ケーシング１０が、設置面に設けら
れたコンセント部１に埋設状態で設置可能に構成されている。
　図２～図４に示すように、ケーシング１０は、設置面Ｗに対して直交する前後方向（設
置面Ｗの表裏方向）から互いに脱着自在に嵌合する前側分割ケーシング１０Ａと後側分割
ケーシング１０Ｂとで二分割された合成樹脂製のケーシングである。
　前側分割ケーシング１０Ａの後端側の接合部位の複数個所には係合爪２０が一体形成さ
れ、後側分割ケーシング１０Ｂの前端側の接合部位の複数個所には、前側分割ケーシング
１０Ａの係合爪２０が係合する係合孔２１が形成されている。
【００２７】
　図２に示すように、前側分割ケーシング１０Ａは、コンセントカバー３の取付け窓４を
通して前方に突出して外部に露出される表示面部１１と、当該表示面部１１の外縁部から
後方に延出しコンセントカバー３に形成された取付け窓４に内挿される内挿部１２と、内
挿部１２の後端部から側方に延出し、設置面Ｗの背面側、具体的にはコンセントカバー３
の背面側で固定されるフランジ部１３とを有する。
【００２８】
　表示面部１１は、コンセントカバー３の表面に沿って上下方向に延びる略長方形の帯状
に形成されており、詳しくは、前方への突出代が最も少ない偏平な上側表面部１１ａと、
これの下端から前方下方に向かって延びる傾斜姿勢の中間傾斜表面部１１ｂと、これの下
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端から下方に延びる最も突出代の大きな偏平な下側表面部１１ｃとからなる。
【００２９】
　図２及び図４に示すように、表示面部１１の上側表面部１１ａには、電話回線用モジュ
ラーアダプタ３１の接続口部３１ａが外部に臨む接続窓１４と、情報通信ユニットＵ１に
電源が投入されており、ルーティング機能（有線ＬＡＮや無線ＬＡＮを利用した情報通信
機能）が利用可能であるときに点灯する電源インジケータ３３の光を透過させる表示孔１
６と、ネットワークのアクセス状態を点灯によって表示するアクセスインジケータ３４の
光を透過させる表示孔１７と、ケーシング１０内のリセットスイッチ３５を爪楊枝等の細
い棒状の操作具でリセット操作するための操作孔１８などが設けられている。
　表示面部１１の下側表面部１１ｃには、ＬＡＮ用モジュラーアダプタ３２の接続口部２
０ａが外部に臨む接続窓１５が設けられている。
【００３０】
　図５及び図６に示すように、内挿部１２は、表示面部１１の両側縁部の夫々から後方に
延出し互いに対向する一対の平面状側壁部１２ａ、１２ｂを有する。
　そして、フランジ部１３は、これら一対の平面状側壁部１２ａ、１２ｂの夫々から左右
方向に延出する一対の鍔状平板部１３ａ，１３ｂとして形成されている。
　即ち、前側分割ケーシング１０Ａの内壁面には、内挿部１２の平面状側壁部１２ａ，１
２ｂの内壁面とフランジ部１３の鍔状平板部１３ａ，１３ｂの内壁面とで形成される互い
に平行な一対の後方角部４１ａ，４１ｂと、内挿部１２の平面状側壁部１２ａ，１２ｂの
内壁面と表示面部１１の内壁面とで形成される互いに平行な一対の前方角部４２ａ，４２
ｂとが設けられることになる。
　前側分割ケーシング１０Ａの両フランジ部１３の複数個所には、図２に示すように、取
付けフレームの係合突起と係合して、情報通信ユニットＵ１を取付けフレームに取付ける
ための係合凹部１９が形成されている。
【００３１】
　図３及び図４に示すように、後側分割ケーシング１０Ｂの背面は、後方への突出代が最
も少ない垂直で偏平な上側背面部２２と、これの下端から水平方向に沿って後方に延びる
偏平な中間水平背面部２３と、これの先端から下方に延びる突出代の最も大きな垂直で偏
平な下側背面部２４とから構成されている。
　後側分割ケーシング１０Ｂの中間水平背面部２３には、ＷＡＮ用の開口部２６と電話回
線用の開口部２５とが形成されている。ＷＡＮ用の開口部２６には、ＷＡＮ側の通信ケー
ブルのモジュラージャックが脱着自在に接続されるＷＡＮ用のモジュラーアダプタ３９が
、それの接続口部３９ａを上方に露出開口させた状態で装備され、また、電話回線用の開
口部２５には、６極２芯の電話ケーブルの二本の芯線が脱着自在に差し込み接続される通
信回線接続用コネクタの一例である電話回線接続用コネクタ３８が、それの両通信線挿入
孔３８ａを上方に露出開口させた状態で装備されている。
【００３２】
　図４に示すように、ケーシング１０の内部には、回路基板３０が備えられている。この
回路基板３０は、情報通信ユニットＵ１がコンセント部１に取付けられた状態において、
設置面である壁面に沿う姿勢でケーシング１０に固定されている。
　回路基板３０は、前側分割ケーシング１０Ａに装備される第１回路基板３０Ａと、後側
分割ケーシング１０Ｂに装備される第２回路基板３０Ｂとから構成されている。
【００３３】
　第１回路基板３０Ａと第２回路基板３０Ｂとの間は、信号コネクタ３６やスペーサ３７
によって電気的な絶縁距離が確保されていると共に、第１回路基板３０Ａと第２回路基板
３０Ｂとは信号コネクタ３６等を介して電気的に接続されている。
　第２回路基板３０Ｂには、後側分割ケーシング１０Ｂの背面側に配備されるＷＡＮ用の
モジュラーアダプタ３９及び電話回線接続用コネクタ３８が実装されている。
【００３４】
　第１回路基板３０Ａには、表面側に配備される電話回線用モジュラーアダプタ３１とＬ
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ＡＮ用モジュラーアダプタ３２及び無線ＬＡＮ用アンテナ５０が実装されている。
　この無線ＬＡＮ用アンテナ５０としては、共に無線ＬＡＮの周波数帯域に感度を有する
第１アンテナ５０Ａと第２アンテナ５０Ｂとの２つのアンテナ５０Ａ，５０Ｂから構成さ
れて、これら夫々のアンテナ５０Ａ，５０Ｂは、ケーシング１０の内壁面に沿って延出す
る帯板状に形成されたアンテナ素子５１と、当該アンテナ素子５１に対して電磁界結合可
能な距離を隔てて近接配置された板状のグランド板５２とからなる。
　これらアンテナ素子５１とグランド板５２とは、銅などの導電性金属板で構成されてお
り、夫々が第１回路基板３０Ａに接続されることで、グランド板５２は接地され、一方、
アンテナ素子５１は、無線ＬＡＮ用の通信に用いられる所定の周波数の高周波電圧が印加
される。そして、これらアンテナ５０Ａ，５０Ｂは、アンテナ素子５１に高周波電圧を印
加することにより、アンテナ素子５１とグランド板５２との間に電磁界を生じさせる形態
で、通信波の送受信を行うように構成されている。
　尚、夫々のアンテナ５０Ａ，５０Ｂにおける夫々のアンテナ素子５１及びグランド板５
２は、前後方向において伸縮するバネ端子４０を介して回路基板３０に接続されている。
尚、このバネ端子４０は、通常回路基板３０側に固定されているが、アンテナ素子５１側
に固定するように構成することもできる。
【００３５】
　更に、情報通信ユニットＵ１は、２つのアンテナ５０Ａ，５０Ｂの夫々に設けられた２
つのアンテナ素子５１Ａ，５１Ｂの配置状態に特徴を有する。以下、このアンテナ素子５
１の配置状態の特徴について、図４～図６を参照して説明を加える。
　２つのアンテナ素子５１Ａ，５１Ｂが、前側分割ケーシング１０Ａの内壁面に沿う板状
に形成された上で、表示面部１１の外縁部から後方に延出する内挿部１２の内壁面におい
て、表示面部１１の後方側内部空間を挟んで離間する位置に分配配置されている。このこ
とで、夫々のアンテナ素子５１Ａ，５１Ｂ間の離間距離が十分に大きくとられ、当該夫々
のアンテナ素子５１Ａ，５１Ｂにおける送受信波の相互干渉が良好に抑制されている。
【００３６】
　表示面部１１の後方側には、上述したように有線ＬＡＮ用モジュラーアダプタ３２及び
電話回線用モジュラーアダプタ３１が配置されている。即ち、表示面部１１の後方側を挟
んで離間する位置に分配配置される複数のアンテナ素子５１Ａ，５１Ｂが、かかるモジュ
ラーアダプタ３１，３２を間に挟んだ状態で配置されることになる。このことにより、夫
々のアンテナ素子５１Ａ，５１Ｂにおける送受信波の相互干渉が一層良好に抑制される。
【００３７】
　内挿部１２は、表示面部１１の両側縁部の夫々から後方に延出し互いに対向する一対の
平面状側壁部１２ａ、１２ｂを有している。
　即ち、この平面状側壁部１２ａ，１２ｂは、夫々が鉛直方向に立設する平面とされ、水
平方向において互いに対向する姿勢で配置されている。
　そして、２つのアンテナ素子５１Ａ，５１Ｂは、これら一対の平面状側壁部１２ａ、１
２ｂの夫々の内面側に分配配置されている。要するに、第１アンテナ５０Ａのアンテナ素
子５１Ａは、前方方向視（図１における手前方向視）において左側にある平面状側壁部１
２ａの内面側に配置され、一方、第２アンテナ５０Ｂのアンテナ素子５１Ｂは、同前方方
向視において右側にある平面状側壁部１２ｂの内面側に配置されている。
【００３８】
　そして、このような合理的な構成により、夫々のアンテナ素子５１Ａ，５１Ｂは、表示
面部１１の後方側内部空間を挟んで離間する位置に配置され、更には、表示面部１１の後
方側内部空間を挟んで対角位置に配置されることになり、当該夫々のアンテナ素子５１Ａ
，５１Ｂにおける送受信波の相互干渉が一層良好に抑制されることになる。
　また、これら一対の平面状側壁部１２ａ、１２ｂは互いに平行な平面であるため、その
平面状側壁部１２ａ、１２ｂに沿った姿勢で配置される夫々のアンテナ素子５１Ａ，５１
Ｂは、その平面に沿って鉛直又は水平に延出する状態として、夫々の指向性が決定される
ことになる。
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【００３９】
　夫々のアンテナ素子５１Ａ，５１Ｂは、前側分割ケーシング１０Ａの内壁面に沿って独
特な形状及び姿勢で配置されており、その形状及び姿勢について以下に説明を加える。
　先ず、左側の平面状側壁部１２ａ側に配置されている第１アンテナ５０Ａのアンテナ素
子５１Ａは、図５に示すように、平面状側壁部１２ａと鍔状平板部１３ａとで形成される
後方角部４１ａに沿う後方屈曲部Ｐ２ａを有する。
【００４０】
　具体的に、アンテナ素子５１Ａの後方屈曲部Ｐ２ａよりも基端側では、当該後方屈曲部
Ｐ２ａを基点に鍔状平板部１３ａの内壁面に沿って当該内壁面と平行に水平方向側方側に
延出する第１延出部Ｐ１ａが形成されており、その延出部Ｐ１ａにおいてバネ端子４０が
接続される。
　一方、アンテナ素子５１Ａの後方屈曲部Ｐ２ａよりも先端側では、当該後方屈曲部Ｐ２
ａを基点に平面状側壁部１２ａの内壁面に沿って当該内壁面と平行に水平方向前方側に延
出する第２延出部Ｐ３ａが形成されている。
　更に、この第２延出部Ｐ３ａの先端側には、鉛直方向下方側に屈曲する前方屈曲部Ｐ４
ａが形成されており、この前方屈曲部Ｐ４ａの先端側では、当該前方屈曲部Ｐ４ａを基点
に平面状側壁部１２ａに沿って当該平面状側壁部１２ａと平行に鉛直方向下方側に延出す
る第３延出部Ｐ５ａ（前方領域の一例）が形成されている。
【００４１】
　即ち、アンテナ素子５１Ａは、後方屈曲部Ｐ２ａを後方角部４１ａに沿わせた姿勢で、
且つ、その後方角部４１の先端側全体において平面状側壁部１２ａに沿って当該平面状側
壁部１２ａと平行に水平方向及び鉛直方向に延出する状態で配置されているので、当該ア
ンテナ素子５１Ａの姿勢及び位置が安定化し、当該アンテナ素子５１Ａのずれ等による通
信不良や損傷等が回避されることになる。
【００４２】
　更に、このアンテナ素子５１Ａの第３延出部Ｐ５ａについては、コンセントカバー３の
表面から最も突出代の大きな下側表面部１１ｃの内壁部に隣接する位置に配置されており
、具体的には、前方屈曲部Ｐ４ａの先端側の前方領域である第３延出部Ｐ５ａは、設置面
Ｗに相当する部位よりも前方に位置することになる。
　従って、アンテナ素子５１Ａの第３延出部Ｐ５ａにおいて、その後方側に位置する設置
面Ｗに邪魔されることなく設置面Ｗの前方側に存在するモバイル通信端末との間で良好な
送受信波の授受が行われることになり、結果、一層安定した無線ＬＡＮ通信が確立される
。
　更に、この第３延出部Ｐ５ａの幅は、接続窓１４と隣接する領域については当該接続窓
１４との干渉がない程度に設定されているが、その下方については比較的広くなるように
設定されている。このことで、無線ＬＡＮ通信の安定化及び高速化が向上されている。
【００４３】
　次に、右側の平面状側壁部１２ｂ側に配置されている第２アンテナ５０Ｂのアンテナ素
子５１Ｂは、上述した第１アンテナ５０Ａと同様のアンテナ素子５１Ａと同様に、図６に
示すように、平面状側壁部１２ｂと鍔状平板部１３ｂとで形成される後方角部４１ｂに沿
う後方屈曲部Ｐ２ｂを有する。
【００４４】
　具体的に、アンテナ素子５１Ｂの後方屈曲部Ｐ２ｂよりも基端側では、当該後方屈曲部
Ｐ２ｂを基点に鍔状平板部１３ｂの内壁面に沿って当該内壁面と平行に水平方向側方側に
延出する第１延出部Ｐ１ｂが形成されており、その延出部Ｐ１ｂにおいてバネ端子４０が
接続される。
　一方、アンテナ素子５１Ｂの後方屈曲部Ｐ２ｂよりも先端側では、当該後方屈曲部Ｐ２
ｂを基点に平面状側壁部１２ｂの内壁面に沿って当該内壁面と平行に水平方向前方側に延
出する第２延出部Ｐ３ｂが形成されている。
　更に、この第２延出部Ｐ３ｂの先端側には、平面状側壁部１２ｂの内壁面と表示面部１
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１の内壁面とで形成される前方角部４２ｂに沿う前方屈曲部Ｐ４ｂとを有すると共に、そ
の前方屈曲部Ｐ４ｂの先端側には、表示面部１１の内壁面に沿って当該内壁面と平行に鉛
直方向下方側に延出する第３延出部Ｐ５ｂ（前方領域の一例）が形成されている。
　即ち、アンテナ素子５１Ｂは、後方屈曲部Ｐ２ｂを後方角部４１ｂに沿わせた姿勢で、
且つ、その後方角部４１の先端側全体において平面状側壁部１２ａに沿って当該平面状側
壁部１２ａと平行に水平方向及び鉛直方向に延出する状態で配置され、且つ、その前方屈
曲部Ｐ４ｂを前方角部４２ｂに沿わせた姿勢で配置されているので、当該アンテナ素子５
１Ｂの姿勢及び位置が安定化し、当該アンテナ素子５１Ｂのずれ等による通信不良や損傷
等が回避されることになる。
【００４５】
　更に、このアンテナ素子５１Ｂの第３延出部Ｐ５ｂについては、コンセントカバー３の
表面から最も突出代が少ない上側表面部１１ａを基点に鉛直方向下方側に延出し、下方ほ
ど前方への突出代が増加する中間傾斜表面部１１ｂを縦断する姿勢で配置されている。即
ち、このアンテナ素子５１Ｂの第３延出部Ｐ５ａは、設置面Ｗに相当する部位よりも前方
に位置し、且つ、室内に対して斜め上向き姿勢の中間傾斜表面部１１ｂの内壁面に沿った
姿勢で配置されることになる。
　従って、アンテナ素子５１Ｂの第３延出部Ｐ５ａにおいて、その後方側に位置する設置
面Ｗに邪魔されることなく設置面Ｗの前方側且つ斜め上向き側に存在するモバイル通信端
末との間で良好な送受信波の授受が行われることになり、結果、一層安定した無線ＬＡＮ
通信が確立される。
【００４６】
　更に、上側表面部１１ａにおいて、接続窓１４の側縁部と前方角部４２ｂとの間の領域
の幅は比較的広くなっており、アンテナ素子５１Ｂの第３延出部Ｐ５ｂの幅は、この比較
敵広い領域の幅と略同等に設定されており、これにより、無線ＬＡＮの通信速度及び感度
の向上が図られている。
【００４７】
〔別実施形態〕
（１）
　上記実施形態では、情報通信ユニットＵ１を、電話回線用のモジュラージャックが挿入
される電話回線用モジュラーアダプタ３１及びその接続窓１５を備えたタイプとして構成
したが、別に、図７及び図８に示すように、電話回線用モジュラーアダプタ３１及びその
接続窓１５を備えないタイプとして構成しても構わない。尚、この情報通信ユニットに設
けられる無線ＬＡＮ用アンテナ６０は、上述した実施形態の無線ＬＡＮ用アンテナ５０と
略同様の構成及び形状を有するものとして配置されている。
　即ち、２つのアンテナ素子６１Ａ，６１Ｂの夫々は、有線ＬＡＮ用モジュラーアダプタ
３２が配置された表示面部１１の後方側内部空間を挟んで離間する位置に配置され、更に
は、表示面部１１の後方側内部空間を挟んで対角位置に配置されることになり、当該夫々
のアンテナ素子６１Ａ，６１Ｂにおける送受信波の相互干渉が良好に抑制されることにな
る。
　更に、アンテナ素子６１Ａ，６１Ｂは、上記実施形態と同様に、後方屈曲部Ｐ２ａ，Ｐ
２ｂを後方角部４１ａ，４１ｂに沿わせた姿勢で、且つ、その後方角部４１の先端側全体
において平面状側壁部１２ａ，１２ｂに沿って当該平面状側壁部１２ａ，１２ｂと平行に
水平方向及び鉛直方向に延出する状態で配置されており、更に、アンテナ素子６１Ｂにつ
いては、その前方屈曲部Ｐ４ｂを前方角部４２ｂに沿わせた姿勢で配置されているので、
当該アンテナ素子６１Ａ，６１Ｂの姿勢及び位置が安定化し、当該アンテナ素子６１Ａ，
６１Ｂのずれ等による通信不良や損傷等が回避されることになる。
　更に、アンテナ素子６１Ａ，６１Ｂの第３延出部Ｐ５ａについては、設置面Ｗに相当す
る部位よりも前方に適切な状態で位置することで、安定した無線ＬＡＮ通信が確立されて
いる。
【００４８】
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（２）
　上記実施形態では、アンテナ素子５１Ａ，５１Ｂは、姿勢及び位置の安定化や無線ＬＡ
Ｎ通信の安定化のために、後方屈曲部Ｐ２ａ，Ｐ２ｂや前方屈曲部Ｐ４ａ，Ｐ４ｂを設け
た例を説明したが、これら屈曲部Ｐ２ａ，Ｐ２ｂ，Ｐ４ａ，Ｐ４ｂは適宜省略しても構わ
ない。
【００４９】
（３）
　上記実施形態で説明したケーシング１０の形状については、適宜改変可能であり、本発
明において、当該ケーシング１０は、外部に露出される表示面部１１と、当該表示面部１
１の外縁部から後方に延出し取付け窓４に内挿される内挿部１２と、当該内挿部１２の後
端部から側方に延出しコンセントカバー３の背面側で固定されるフランジ部１３とを有す
るものであれば良い。
【符号の説明】
【００５０】
１　　　　：コンセント部
３　　　　：コンセントカバー
４　　　　：取付け窓
１０　　　：ケーシング
１１　　　：表示面部
１２　　　：内挿部
１２ａ　　：平面状側壁部
１２ｂ　　：平面状側壁部
１３　　　：フランジ部
１４　　　：接続窓
１５　　　：接続窓
３１　　　：モジュラーアダプタ
３２　　　：モジュラーアダプタ
３９　　　：モジュラーアダプタ
４１　　　：後方角部
４１ａ　　：後方角部
４１ｂ　　：後方角部
４２ａ　　：前方角部
４２ｂ　　：前方角部
５０　　　：アンテナ
５１　　　：アンテナ素子
６０　　　：アンテナ
６１　　　：アンテナ素子
Ｐ２ａ　　：後方屈曲部
Ｐ２ｂ　　：後方屈曲部
Ｐ４ａ　　：前方屈曲部
Ｐ４ｂ　　：前方屈曲部
Ｕ１　　　：情報通信ユニット
Ｗ　　　　：設置面
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